
宮城大学看護学部紀要投稿規程

1．名　称
　本誌は宮城大学看護学部紀要（英文名　Miyagi　University　Nursing　Review）とする。

2．発　行
　宮城大学看護学部紀要は、原則として年1回発行する。

3．投稿資格
　投稿資格は以下の資格を有する者とする。

　1）看護学部教員

　2）共同研究者に1）の資格を有する者が含まれていること

　3）その他、研究・紀要委員会が認めた者であること

4．論文の審査
　論文の採否は、査読を経て研究・紀要委員会が行う。査読者および論文の種類と掲載順は、研究・紀要

委員会にて決定する。なお、研究・紀要委員会は、必要に応じて適切と思われる研究・教育者に査読の一

部を依頼することができる。

5．原稿の種類

投稿原稿の種類は、総説、原著、報告、資料、とする。その基準は以下の通りとする。

　a．総説：ある主題に関連した研究の総括、提案や提言。原則として引用文献に著者の原著を必ず用いる

　　　　　　こと

　b．原著：調査・研究に関する論文で、原則的に独創的な内容、あるいは新しい事実を含むもので、かっ

　　　　　　研究論文としての形式が整っているもの

　c．報告：症例報告、教育実践報告、研究補助金による活動報告など

　d．資料：上記以外の記録上重要なものやまとあ

6．執筆要項
　原稿は別に定ある執筆要項によるものとする。

7．原稿の提出

　原稿は3部（表紙、図、表を含む）フロッピーディスクを添えて提出する。査読用の2部はコピーとし、

執筆者名と所属は記入しない。

　原稿、図表を作成したソフト、およびversionを付記すること。

　持ち込みの場合：宮城大学看護学部　研究・紀要委員会

　郵送の場合：原稿は封筒の表に「宮城大学看護学部紀要原稿」と朱書きし、下記に書留郵送する。

　　　　〒981－3298

　　　　宮城県大和町学苑一番　宮城大学看護学部内

　　　　宮城大学看護学部　研究・紀要委員会　宛

8．校正
　校正は三校行う。初校、二校は著者校正とする。著者校正は大幅な加筆訂正を認めない。

9．別刷り

　別刷りは、有料とする場合もありうる。

10．著作権

　　紀要に掲載されたすべての論文の著作権は宮城大学看護学部に属するものとする。

附則　この規程は、平成17年1月20日より施行する。
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